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裁判所書記官嗅蟻ジ

本 人 調 書

(こ の調書は,第 5回 口頭弁論調書と一体となるものである。)

事 件 の 表 示 平成 26年 (ワ )第 29256号

平成 27年 (ワ )第 25495号

平成 29年 11月 13日  午前 10時 00分

松 崎   参

53歳

東京都板橋

裁判長は,宣誓の趣旨を説明し,本人が虚偽の陳

述をした場合の制裁を告げ,別紙宣誓書を読み上

げさせてその誓いをさせた。

陳 述 の 要 領

別紙反訳書の とお り

以 上

期        日
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良心に従 って真実を述べ,何事

かで      いつわ    の

も隠さず,偽 りを述べないことを

誓います。
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被告 (反訴原告)代理人 (阿部)

乙第 46号証 (陳述書)を示す

これは,あ なたが作成された陳述書でよろしいですね。

はい,私が書いたものです。

ホタル館問題の告発を始めた経緯については,こ の陳述書の4ページ以下で

書かれたとおりとい うことでよろしいでしょうか。

はい,そ うです。

区議 という立場から, どのようなスタンスで, SNS等 による発信 とい うこ

とをされたんでしょうか。

ホタル館が平成元年から蛍飼育事業を始めて,も う25年以上ずっと

区民に人気がある事業として行われてきました。そこで,区が調査し

た結果,蛍そのものが飼育をしていないで,持ち込まれていたんでは

ないかという疑惑が出てきたわけです。同時にその時期は,ち ょうど

ホタル館を存続させるかどうかとい う議論にもなっていたので,当初 ,

私はホタル館を存続すべきだってい うことで,議会内外で活動 してき

たんですが,それがどうもおかしなことになってるっていうことで ,

最初のうちは,議会全体で調査活動をしようという提案をしたんです

が,それが他会派の反対によって否決をされたわけなので,も っとこ

れは区民に知らせていく必要があるだろうとい うことで,私は調査を

続け,そ の分かったことを逐次,一番速報性の高いインターネットを

使って,区民に知らせてきたというのがスタンスです。

累代飼育に疑間を抱いた理由については,生息数調査の結果とか持ち込み疑

惑の指摘などを陳述書で書かれてますけど,近親交配の問題については,あ

なたは先ほども原告の証言のや りとりを聞いてたと思 うんですが,従前から

その点について疑問を呈されてますが,疑問とい うのは解消されたんでしょ

うか。



いや,ま すますちょっと原告の説明を聞いても,納得はできないです

ね。むしろちよっと原告の言ってることが,真実ではないんじゃない

かという印象は持ちました。

やはり近親交配のことを考えると, 25代 ,補充もなく続 くということで ,

その補充もなく累代飼育ができたのは,近親交配を避ける本能があると,こ

ういうことですが,納得できないと,こ ういうことですね。

はい,私 も当初の認識では,人間と同じように近親交配をすると血が

濃くなって,い ろいろな遺伝病とかが起こるんじゃないかってい う認

識があったんです。 ところが,昆虫を飼育してる人とか,ほかの大学

の先生とかに聞いたら,昆虫だと近親交配が当たり前だよとい うふ う

に,蛍 も含めてですね,そ うい うふ うに言われて,そ うなんだとい う

ふ うに思ったのはよく覚えてるんですが,に もかかわらず,原告,蛍

の専門家でありながら,近親交配は行われないというふ うに言ってい

るので,原告の蛍に関する知識についても,ち ょっと疑いを持つよう

になったわけです。

専門家は,逆に近親交配はあっても不思議ではないんだと,こ ういうふ うな

話があったにもかかわらず,む しろ原告の阿部さんは,近親交配を避けて ,

それで 25代の累代飼育ができてるんだと,こ ういうふ うに言ったと,こ う

い うことですか。

そ うですね。

原告の阿部さんの言動が信用できないのも疑間があるんじゃないかというふ

うに思い始めた最初のきつかけとい うのは, どういうことでしたか。

原告は蛍の専門家であり,ま た茨城大学で博士号を取得 した理学博士

であると,博士であり科学者であるからうそをつくわけがないとい う

のが,私の周 りの人の認識でしたし,私もある程度そう思っていたん

ですが, ところが,こ の疑惑が持ち上がって,改めてインターネット

９

“



などを通 じて調べてみると,ナノ銀の実験を称する,やると言って ,

動画が,ナノ銀で放射能が低減するっていうビデオ映像を見て,これ

は即座にあり得ないと,科学者が,理学博士がこんな,申 しわけない

けど,印象としてはインチキなことをやるはずがないとい うことで ,

ちよっと阿部さんの言動については,疑 うようになりました。

それ以外に,やはり言動について疑間を抱く,そ うい う出来事,事柄という

のは何かありますか。

クロマルハナバチについてですが,こ れは議会では,蛍のために飼育

をしているとい うふ うに報告をされていました。蛍がフェロモンを出

して,それが抗菌物質になって,蛍 じゃない,ク ロマルハナバチがフ

ェロモンを出して,それが抗菌物質になって蛍がさなぎになる土壌を

抗菌化するんだと,カ ビを生えさせないようにするんだって,そのた

めにクロマルハナバチを飼っているんだということを議会では報告を

され,私 自身もそれを信 じていたんですが,そ の調査が行われた年の

区民環境委員会では,そ のクロマルハナバチが能登町に売られている

とい うことが言われて,そのときに,あ あ, うそだったんだっていう

ふ うを思いました。そのほかにも,今 日の証言にもありましたけど,

平成 7年の 20万匹はうその報告だったってい う話も出てきましたし,

あとは正直に言って,いろんな発言で全部,全部って言っちゃあれで

すけど,多 くがうそが含まれていると。思い出した,蜂のことで言 う

と,イ ノリー企画との業務契約書ですね,こ れも結果としてうそだっ

たわけですから,こ れも大分阿部さんの言ってることは,そ のままで

は信用できないなっていうふ うに思いました。

乙第 49号証 (宅急便伝票)を示す

これは,いつ誰がどこで見つけたものですか。

これは2014年 の 3月 ぐらいだったと思いますけど,私 と同僚の議
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員 とでホタル館の調査をしに行ったときに,た またま段ボール箱が置

き去 りにされてまして,そ の段ボール箱に張ってあった伝票を私が撮

影 したものです。

2013年 3月 30日 に,む し企画の当時の代表の小船さんがホタル館のほ

うヘカワニナを送っていたと,こ うい う伝票ですね。

は い 。

ホタル館は,カ ワニナについてはどうい う対応をしているとい うふ うに,そ

れまで言ってましたか。

そのホタル館のコンセプ トとして聞いていたのは, 自然の生態系その

ものを再現するという触れ込みで,蛍だけじゃなくて,蛍の餌になる

カワニナも,累代飼育とは言ってなかったかもしれないけど,館内で

代々飼育をしているもんだってい うふ うに聞かされてましたから,そ

のカワニナがよそから送られてくる伝票があるっていうのは,大変今

まで聞いたことと違 うじゃないかとい うふ うに思いまして,わ ざわざ

写真に撮ってきたとい うことです。

松崎さんは区から報告を受けるだけなく,今の調査をされたりということも

あったようですが,それ以外にも,今話に出た小船さんの自宅のほうにも調

査に行かれたとい うことですか。

は い 。

いつ行って, どうい うようなことを認識されたのかお答えください。

小船 さんのことについては,その伝票の写真を撮つたときに初めて知

りました。それで,ど ういう人なんだろうと,当 時はホタル館の持ち

込み疑惑ってい うのがありましたから,こ れはむし企画の担当者であ

れば,持ち込みについて何か証言が得 られるんじゃないかと思って ,

伝票に書いてあった住所を頼って赴いたんですが, ところが,も う既

に空き家になっていて,そ の水槽が捨ててあったりとか,あ るいは酸
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素ボンベが倒れていたりとか,何かしら生き物を飼っていたとい う形

跡は見られたんですが,空き家になってました。近所の通行人に聞い

たら,も うその時点で,小船さんは前年の 12月 ごろに亡くなったよ

とい う話でした。また,隣近所に小船って同じ名字に家があったんで

すが,そ こに行ったら,出てきてもらえなかったんで,行ったときは ,

それぐらいしか分からなかったんですが。

その後,小船さんが自宅で蛍を飼つていたとい うことは分かった,確認 され

たんでしょうか。

はい,こ れも最初,小船姓の別の家に行ったときに何も教えてもらえ

なかったんですが,帰ってきて,何かしら方法がないかって思案 して

たときに,今インターネットに電話帳が載ってますから,イ ンターネ

ットの電話帳で,そ の住所の近くにある小船姓が何軒かあって,そ の

うち一番,む し企画の小船さんの家に近い住所の小船さんに電話をか

けて,そのときは私は正直言って身分を隠して,虫の愛好家なんだけ

どってい うことで話 したら,小船は亡くなったけど,蛍 をやってたよ

と,蛍って私のほうから言わなくても,向 こうから蛍をやってた,あ

るいは飼ってたっていうようなことを言ってたんで,それで確信をし

ました。

その後のむし企画の代表をされた高久さんの自宅にも訪問して,話を聞いた

ことはありますか。

はい,あ ります。

高久さんからは,何か得られた事柄はありますか。

はい,高久さんから聞いたのは,高久さん自身が月 2回程度しかホタ

ル館に行っていないこと,ま た,蛍が川の底の土の 1メ ー トル近 く潜

ったところにいるんだって,高久さんはおっしゃっていたんで,そ の

話を聞いて,高久さんは,ホ タル館についても蛍についても,あんま

Ｆ
Э



り詳 しくない人だなっていうことが分かりました。

業務委託契約を区がむし企画と締結 して,年間 1300万 ,400万 の支払

いをしていたと,その代表の高久さんの知識がその程度であったと,こ うい

うことですか。

はい,そ うです。

アクアマリンの冨里さん,こ の方からは, どういう話を聞かされたというこ

とでしょうか。

富原 さんだったと思いますけど,こ の方とは会ったのは最近,裁判が

始まってからなんですが,当 時はインターネット上で阿部さんの活動

を批判することを展開をしていて,それが正確に言 うと,も う私が見

始めたところには,富原 さんのブログは閉じられていたんですが,ほ

かの人が魚拓とか保存 してるものを見て。

まず何を聞いたかと,結論から答えて。

蛍にO.5マ イクロシーベル トの放射線を当てたとい う実験がうそだ

ったと。

阿部宣男さんが, 0.5マ イクロシーベル トの放射線を浴びると,蛍がどう

なるということですか。

蛍が光らなくなるってい うことで聞いてます。

そうい うことはあり得ないということを,そのアクアマ リンの方は話をされ

たと, こういうことですか。

はい,富原さんは,そ ういう実験をしたということから,あ り得ない

ってい うふ うに言っていました。

藤沢市の飼育の話が先ほどこの法廷で証言されたと思 うんですが,補助飼育

とい う話を,あ なたは藤沢市のほうの下水処理センターのほうへ行かれて ,

どなたから聞きましたか。

施設の所長さんもいましたし,実際の担当者の方もいましたし,あ と
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もう一人,も うちょっと偉い環境課か何かの部長さんかな,下水道だ

から公社,下水道局の部長さん, 3人 ぐらいの方での話の中で聞きま

した。

この補助飼育をする理由については,藤沢市のその担当の方は, どうい う理

由でしてるというふ うに言ってましたか。

それは先ほどからも話出てますけど,説明では,藤沢だけで育ててい

ると数が減ったり絶滅 したりする心配があるので,藤沢と同じ蛍を千

葉で育てていて,公開日の前で千葉の蛍を藤沢に持ってくると,そ う

いう説明は受けました。

千葉のほうについては,何かあなたのほうで調べたことってありますか。

はい,藤沢に行く前だと思いますけど,千葉の匝瑳市の養殖施設,内

部には行きませんでしたけど,前まで行って,場所を確認 してきまし

りか
/し 。

それは,何 という方がやってる施設ですか。

廣瀬さんとい う方ですね。

その廣瀬さんというのはどういう方,関係は。

関係は,これはルシオラさんに結局,蛍関係のろ材ってい うかな,土

とかを納めてるっていうことになってました。あと,それから廣瀬さ

んは親子で会社やつてるんですけど,息子さんのほうはペットショッ

プをや りながら,あいた時間にはホタル館に来て,ボ ランティアをし

てるということもやってますし,話に出た藤沢の施設にも,廣瀬 さん

の息子さんのほうが世話をしに行ってたということが分かりました。

平成 26年 7月 15日 に原告の阿部さん,それから渡邊弁護士,そ して松崎

さん,あ なたの 3人で会いましたね。

はい,正確には4人なんですけど。

もう一人,どなたがいたんですか。
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日本共産党板橋区委員会の副委員長である菅原さんとい う方に同席を

してもらいました。

その 4人で会ったということですか。

は い 。

あなたのほうではそのや りとりの中で,見つかった幼虫が 2匹 にしても幼虫

の死骸が見つからないと,こ れは問題 というふ うに言われて,それについて

の的確な回答をいただきましたか。

溶けちゃったって,溶けちゃったから見つからないんだっていう話を

されましたけど,溶けるわけないだろうと,何 日かね, 10日 とか ,

1週間とか 10日 だったら分からなくもないんですけど,その日のう

ちに溶けてなくなるっていうことは,幾 らなんでもあり得ない話だと

思いましたので,こ れはおかしいなというふ うに思ってます。

そ うすると,そ の 7月 15日 の面談でも疑間は解消されずに,む しろ膨らん

でいったと,こ うい う流れでしょうか。

はい,そ うです。

つぶれた,幼虫がいたんだけど,つぶれた,流 された,こ う言っていますが ,

流されたということで,最終的には排水口にその水と一緒に,あ るいは泥と

一緒に幼虫が捨てられたんではないかと,こ うい うふ うな感 じで受けとめて

るんですが,それは違 うんですか。

私も最初はそう思ったんですけど,実は現場は排水口というもの,そ

のものがないんです。よく排水口にかぶってるグレーチングといいま

すが,網 目模様の鉄のふたが置いてあるんです。だから,それが排水

口だと思えるんですけど,実際には,それは土の上にそのグレーチン

グを置いただけで,そ こにじゃばって水を捨てると,土にしみ込むだ

けなんですよ。ですから,流 されるってい うこと自体があり得ない。

すると,水は土にしみ込んでも,も し何万とか, 10万 , 20万の幼虫がい
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ればそこには残るはずだと,こ ういうことですね。

そ うです,はい。

しかし,残念ながら,幼 虫の死骸さえ確認ができなかったと,こ うい うこと

ですね。

はい,そ うです。

乙第 15号証 (日 経ビジネスオンライン記事 「ホタルの光を取 り巻く闇,渦中のA

氏を直撃 !」 )を示す

日経 ビジネスオンラインのホタルの光を取 り巻く闇,渦中のA氏 を直撃,こ

うい う題の記事ですが,こ うい う記事が出たことで,あ なたは,実際どうい

うような被害を受けたとい うことでしょうか。

これは参ったのは,ち ょうど区議会議員選挙の直前の時期で,実際上

もう選挙戦が始まってるような時期に,私は当時,共産党でしたけど,

共産党と対立してるはずの自民党の区議 と結託をして,利権を争って

るんだっていうことを流布されて,選挙に入ってからも,実際インタ

ーネット上に,松崎がホタル館つぶしたとかい う誹謗中傷のようなも

のを,選挙中も流されたっていうことがありました。

あなたのこれまでの蛍問題についての情報発信あるいは区議としての活動等

について,ど ういうふ うに現時点で考えてるのか,ま ずは述べてみてくださ

い。

先 ほ ども言いかけま したけど,ホ タル館 ってい うのは区民には大変関

心事が,関心事,関心が高い事業であ りま した。それが区民の 日か ら

すれ ば,突然閉鎖 をされて しまって,阿部 さん と区との間で意見が大

分対立しているような状況です。その中で,私はどっちの味方になる

ってい うことはなくて,独 自に調査をして,そ の結果をインターネッ

ト,議会ももちろんですけど,議会,イ ンターネット,私の持ってる

手段を使って発信を続け,い ろいろと立ちどまって考えてくれる人が
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あらわれていると,そ うい うことは区議会議員 として必要なことであ

ったと,今でも思っています。

被告 (反訴原告)代理人 (平松)

まず原告が不正行為を行っていたことに関する最初の投稿 とい うのは, 20

14年 4月 4日 のFacebookと されていますけれども,そ の中で,ホ

タル館館長として能登町などの他団体と契約を締結していたこと,こ れを取

り上げて詐欺とい う表現もしてますけれども,こ の詐欺という言葉を用いた

のはどうしてでしょうか。

これは, うその業務提携契約書などが使われていたことや,能登町か

らすると,阿部さんは板橋区を代表 してるかのように見えるんですけ

ど,板橋区の側から見ると一般の職員ですから,契約をすることはあ

り得ないわけで,誰が詐欺の主犯かは置いておくにしても,結局のと

ころ税金がだまし取られた,そ うい う詐欺まがいな事件であったとい

うふ うに認識をしたので,そ ういうふ うに発信をしました。

先ほど来の法廷で聞いてたと思いますけれども,乙 6号証,能登町,イ ノリ

ー企画,阿部宣男,三者の契約あるいは乙 9号証,イ ノリー企画とホタル館

の業務提携契約, これらの当事者欄に,ホ タル生態環境館館長阿部宣男とい

う署名があるわけですけれども,これらの署名をすることを板橋区が承認 し

ていたという事実はあるんでしょうか。

ありません。

それは,なぜないと思 うんですか。

あり得ないからです。一般職員である阿部さんが自分の判こで区を代

表して契約をするということは,ど この役所でもそ うだと思うんです

けど,起 こり得ない話ですね。もし阿部さんの証言どお り,区の命令

で阿部さんの名義で書類を作ったとしたら,それこそ大きな不正です

から, これを区議会議員として,真相を明らかにして是正をしていか
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なきゃいけない話になるかと思います。

やはりそのホタル生態環境館館長とい う立場あるいは権限がないにもかかわ

らず,こ ういった契約書に署名押印していることに関して,やはり不正であ

ると,そ う考えたということですね。

そ うです。

先ほどクロマルハナバチに関して,最初は抗菌作用,フ ェロモン,蜂のフェ

ロモンの抗菌作用が蛍の飼育のために必要だとい うことで,ホ タル館で飼っ

ていると認識 していたと。

は い 。

それ は板橋 区か ら議会で,そ うい う説明が された とい うことでよろ しいです

か。

そ うです。

その後,こ の 2014年 になって,実はイノ リー企画 ともかかわって,能登

町に販売 していた とい うことが判明 したんだ とい うことですか。

は い 。

甲号証などを見ていくと,能登町から武蔵野種苗園あるいは阿部宣男さんを,

クロマルハナバチの飼育に関して能登町に派遣 してほしいといったような要

請が区に来ているということは,事実としてあったようなんですけれども,

このホタル館でクロマルハナバチが販売目的で飼育されていることは,区に

は報告されていたんでしょうか。

されていませんでした。

それは, どうしてそう考えるんでしょうか。

それは私も板橋区の環境課に,こ の問題はよくよく聞いて,聞 きまし

たから,環境課の説明では,あ くまでも蛍のために蜂を飼つているだ

けで,能登町から蜂の飼育技術を学びたいとい うことで,その研修生

が来てたつてい うことも聞きましたが,それはあくまでも実際に蜂を
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飼っているんで,その蜂の飼育技術を教えるつていうだけのことだっ

たら,反対する理由もないので,来てもいいよということで許 してい

たということを聞きました。販売をするとか,あ るいは能登町の蜂の

販売計画に区が,板橋区が協力をするっていうことになると話が全然

違います し,それは,そ ういうことは聞いていなかつたという説明を

受けました。

乙第 9号証 (業務提携契約書)を示す

イノリー企画とホタル飼育施設との業務委託契約書ですけれども,こ の日付

がさかのぼったもの,実際には平成 23年 に契約されたものですが, 日付が

さかのばって,作成 日付がさかのぼさられていることについて, 2014年

6月 6日 のあなたのFaceb00kに ,阿部さんが能登町を欺き,契約書

の日付を偽装 したことも疑われますという書き込みをしてますが,お聞きに

なって分かるとお り,原告は,こ れは能登町から要請されて,こ のような日

付にしたのだと主張しています。あなたは,松崎さんは逆に,阿部さんのほ

うが能登町を欺いたんじゃないかと考えている理由を教えてください。

それは,そ の業務提携契約書のサインをしてるのが阿部さんだからで

す。そ うい うことですね。阿部さんが作成 した文書になっていますか

ら,阿部さんが能登町,それを能登町に渡 してるわけですから,阿部

さんがそ ういう意図を持っていたんじゃないかってい うふ うに疑いま

した。

同じようにFaceb00kに は,特定業者に便宜供与をしたとも書き込ん

でいますけれども,そ のように考えた理由を教えてください。

特定業者に便宜供与をしたってい う言葉自体は,阿部さんが懲戒免職

になったときの区の免職理由の書面にそういう表示が出ていて,私も

そのとお りだと,具体的にはイノリー企画あるいはルシオラ社に対 し

て便宜供与を図つていたっていう事実が分かったので,そ ういう表現
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も使って書きました。

午前中の証言で,イ ノリー企画もルシオラ社も,経済的な利益は上がってい

ないかのような御証言がありましたけれども,それでも,そ ういったイノリ

ー企画,ルシオラ社に便宜供与をしたという認識でよろしいですか。

はい,幾 らもうけたかとい うのは私も知 りませんから,赤字だったか

どうかは分かりませんけど,それで商売とい うか,事業をしていたっ

てい うことは事実ですから,そ うい う民間の事業に板橋区の公務員な

いし,あ るいは板橋区の施設を使 うってい うことは,こ れは,やはり

あるべき姿じゃないというふ うに考えます。

ナノ銀による放射能低減効果などに関する問題について伺っていきますけれ

ども,原告がこういったナノ純銀による放射能軽減効果あるいは放射性セシ

ウム減弱効果があるといった主張をしているとい うことを,初めて知ったの

はいつごろのことでしようか。

余 り言うてませんでしたけど,正直言 うと,東 日本大震災の震災があ

つたその 2011年 の 3月 11日 の結構直後に,阿部さんがTwit

terな どで,放射能が減弱できるってい うようなことを書き込んで

いて,それを見た私の知 り合いがメールをしてきて,板橋区の職員が

こんなとんでもないことを言ってるぞっていう内容のメールでしたの

で,それで私も阿部さんのTwitterな どを確認 して,あ あ,ち

よっとやっちゃったなってい う感 じで見たのを覚えています。それが ,

ナノ銀の存在を知った初めてだと思いますが。

そのときに批判をしなかった理由は,何かありますでしょうか。

そのときは,私たちは,当 時はもう既にホタル館の廃止っていうのは ,

もう2011年 ころからもう議論が始まっていて,何とか守 りたいな

と思ってたのが私の立場でしたが,そ の中で,先ほど阿部さんは何か

1回か 2回 しかや りとりしてないって言ってましたけど,実際には阿
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部 さん とは,直接会いは しませんで したけ ど,メ ール ,メ ール とい う

か,ブ ログのメール機能 を使 ってや りとりをしていたんですね。私は ,

阿部 さんを大切 に しなければホタル館 を守れない と思ってま したか ら,

その阿部 さんがまた何か攻撃の的になるよ うなおか しな言動をしてる

とい うことが分かっちゃ うと,ホ タル館 を存続 させ る上で も障害にな

るな と思って,内心,こ れち ょっ とおか しなことを言ってるな と思い

なが らも,それについては黙認 を していたってい うか,黙っていた と

い うことです。

その松崎 さんが 2014年 2月 22日 になつて,こ のナ ノ銀除染 に関連 して ,

区の職員がインチキまがいのことを してよいのか とい う書 き込みを していま

す。 この時期に,こ ういった書 き込みを した理由を教 えて くだ さい。

それ は,そ こに多分 リンクを張ってると思 うんですけ ど,阿部 さんが

ナ ノ銀って,放射能低減実験 とい うことをやっている動画 を見ま して ,

その動画を見て,こ れはも う黙って られない ぐらい,ち ょっとイ ンチ

キまがいのことがひ ど過 ぎると思いま したので,そ うい う
°
発信 を しま

した。その ときには,も う既 にホタル館で持ち込み疑惑な どが大 きな

問題 になってま したか ら,持ち込みがないんだって言 ってる区民の中

には,先ほ ども言いま したけ ど,阿部 さんは科学者で博士だか ら, う

そをつくはずないんだってい うのが大きな理由になってましたから,

科学者としてあり得ない,こ うい うナノ銀除染ってい う実験をやって

るんだってい う思いもありましたので,そ の動画を見つけたときに,

そ ういうふ うな発信をしました。

先ほど確認された乙46号証の陳述書 22ページあた りから,動画を見た際

の問題点などを詳 しく書かれていますが,こ の内容に間違いがないとい うこ

とでよろしいですね。

は い 。
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このナ ノ銀の問題 に関 して批判 を始めるに当たつて, このインチキとい う言

葉 を使 った理由を教 えて くだ さい。

ほかに,今 もそ うなんですけど,ほかにちょっ と適切な言葉が見つか

らないってい うのが正直なところです。 もっと激 しい言い方を しても

いいのかもしれませんけ ど,私か らす るとイ ンチキつてい うのは,結

構 かな り穏当な,阿部 さんのやってる,阿部 さん じゃな くて,阿部 さ

んのや ってること,ナ ノ銀ってい うものに対す る評価 としては,穏当

なほ うじゃないかな とは思っています。 もっと内心,激烈な思いはあ

ります けど。

先ほ ど,阿部 さんが博士号を持っている蛍の専門家,科学者であるといった

ことが,い ろんなことを周 りの人が信 じる要因になってるん じゃないか とお

っ しゃったけれ ども,そ のことが,あなたが批判 をす ることの理 由にもなっ

ていますか。

そ うですね。や っぱ り博士号を語 ってってい うか,本 当に肩書がある

んです けど,博士号の肩書をもし科学者であると言っていなが ら,人

を信用 させて,実際にはそのナ ノ銀除染ってい うあ り得ないことを振

りまいてるってい うのは,科学者 としてあるべ き姿ではない と思いま

すので,こ れは批判の対象にすべきだ と思っています。

このホタル館 の存続問題 あるいは原告阿部 さんの懲戒 にかかわる問題 とは別

個の,ナ ノ銀の問題 とい うのは別個の問題です よね。

は い 。

これをこの時期に合わせて,合わせてなのか,こ の時期に批判を始めたとい

う一番大きな理由は何でしょうか。

それは繰 り返 しますけど,阿部さんが信用されている一番の根拠が科

学者であり博士であるということですから,ま ずはちょっとその博士

の中身について区民に理解 してもらわないと,こ のホタル館の問題の
,
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本当の姿が伝わらないということがあるのが一つ,も う一つ言えるの

は,原発事故以来,本 当に放射能汚染 とか汚染の,放射能汚染で困っ

ている人たち,こ の人たちをだましてることになるので,放射能消え

ないのに消えたなんて言ってたら,結局本当に汚染があったところが

危なっかしいわけですから,そ うい う危険もあると思って,こ れは,

ナノ銀除染はあり得ませんよとい うことを発信 してきたということで

す。

原告 (反訴被告)代理人 (小 田川)

先ほど主尋間で,近親交配に関して専門家等から,昆虫や蛍では近親交配は

当たり前だと聞いたというふ うにおっしゃったと思 うんですけれども,あな

たとしては,蛍は近親交配した場合に,そ の後,成虫にならないとお考えな

んですか。

そんなことは,ないです。

そ うすると,近親交配でも,蛍は成虫になるとお考えなんですか。

は い 。

そ うすると,近親交配があることによつて, 25代の累代飼育がなかったと

いうことになると思ってないということですか。

そ うです。それは阿部さんが近親交配を避ける本能があるってい う話

がついているので,その近親交配を避ける本能があるっていうところ

については,阿部さんの主張は間違ってるとい う趣旨で,こ の問題。

近親交配によつて, 25代の累代飼育が否定されるとは思ってないんですね。

それはちょっと違って,先ほど阿部さんも例に挙げてましたけど,多

摩動物園で 5世代まで累代飼育に成功 しています。その後,やはり何

年もよそから遺伝子を入れないで長年やっていると,ど うしても近交

弱性 とい う用語がありますけど,ま だそれは解明されてない部分があ

りますが,例えば卵の数が極端に少なくなるとか,飛翔能力が弱くな
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るとか,そ うい う弊害が出るってい うことは本で読んだ ことがあ りま

すので,それが 25年以上続 く,そ うい う問題が起 きないで 25年以

上続 くとなると,こ れはかな り昆虫の世界,昆 虫学の世界では大 きな

話題 になるで しょうか ら,それが結局無視 されているってい う状況を

考 えると, 25年で続いたってい うふ うには思 えないってい うのが正

直な ところ。

そ うす ると,何世代かは続いてたん じゃないか と思っている。

は い 。

ということは,お認めになるんですね。

は い 。

全く 1代 も 2代 も3代 も飼育がなされてなかったとい うふ うには,思わない

とい うことですか。

それもそこだけ切 り取ると,一般論としてはそ うなんですけど,私い

ろいろとホタル館のことを調べていますので。

今,近親交配のことで申し上げているんですけれど。

近親交配をしながら, 5世代ぐらいは続くんじゃないかという可能性

はあります。

2014年 の5月 までの間に,あ なたは,蛍の 2令 とか 3令の幼虫の死骸を

見たことはありますか。

ありません。

死骸を見たことはない。

は い 。

その死骸 をさわったこともないんですね。

は い 。

あなたの最終学歴なんですが,東京学芸大学の美術学科卒業で よろしいです

か。
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は い 。

あなたは,蛍の飼育を した経験がございますか。

あ りません。

そ うす ると,あ なたの蛍に関す る知識 とい うのは,主 として他人が書いた文

献や他人か らの話に基づいてるとい うことでよろ しいですか。

主 としてってなると,最初の うちは,ほ とん ど阿部 さんのほ うか ら蛍

について勉強 しま した。そのほか,おっ しゃるとお り,かな りの文献

は読んだ と思います。

あなたは 2014年 7月 15日 に阿部 さんに会って,阿部 さんか ら蛍の生態

に関 して説明を受 けてます よね。 1月 27日 の生息調査の ビデオは,ご らん

にな りま したか。

は い 。

それは,いつごらんになりましたか。

それはその 7月 15日 にも見ましたが,そ の前に,渡邊弁護士の事務

所だと思 うんですが,違 うかな,と にかくDVDに 納まったものを送

られてきたので,それで見たことがあります。

7月 より以前に,会 う前より以前に,ご らんになっているんですね。

は い 。

27日 の生態調査の様子を映したビデオや阿部さんの説明を聞いて,そ の調

査によって相当数の幼虫がさまざまな形でつぶされた り,流 されたりして死

滅 したとは,お考えにならなかったんですか。

全然思えなかったです。

甲第 184号証 (パ ワーポイン ト説明資料)を示す

7ページロ,こ の写真を見ていただきたいんですけれ ども,こ の幼虫を見て ,

何令かとい うのは,あ なたは分かりますか。

分かりません。多分,で も, 2令か 3令 ぐらいなんじゃないんですか。

18



この丸くなっている幼虫は,ご らんになりますよね。

は い 。

蛍は刺激を受けると丸くなるということなんですが,こ ういう直径 2ミ リ程

度になる黒い幼虫を,泥やろ材の中から, 27日 の調査方法でくまなく見つ

けられるとお考えだということですか。

くまなくかどうか分かりませんけど, 2万匹以上いれば, 1匹 も見つ

からないってい うことは,あ り得ないと思います。

あなたの陳述書に,初 当選以来,ずっとホタル館での事業の継続と発展を願

い,原告とも協力してきました。それが大きく転換 したのは, 2014年 1

月 27日 のホタル館の実態調査からですとあります。あなたは 1月 27日 の

調査報告,調査についての報告を受ける前に,ホ タル館での蛍飼育の実態に

ついて,疑問を持ったことはなかったんですね。

ありませんでした。

あなたが生態調査が行われたことを知ったのは, 2月 3日 ごろ,岩井議員 ,

熊倉議員からの報告を受けてですか。

は い 。

あなたがホタル館や蛍飼育に関して調査を始めたのは,こ の報告を受けた後

からですか。

そ うです。

陳述書によれば,少なくとも阿部館長がいないのはおかしいと,あなたは印

象をお持ちになって,詳 しい話を聞こうと,区環境課長を電話で区議団控室

にと,陳述書にあるんですけど,区議団の控室に呼び出したということなん

ですか。

そ うです。呼び出した,呼び出したっていうか,話を聞きたいって電

話をしたら,課長に電話をしたつもりが,部長が来たということ。

それは同じ2月 3日 のことですか。
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そ うですね,だ と思います。

あなたが一人で話を聞いたんですか。

そうでしたね。

陳述書によると,あ なたは山崎さんから,区が調査することを決めたきっか

けが,蛍の持ち込み疑惑の解明のためと聞かされたんですね。

そ ういうふ うな理由をしていました。

ただ,区は一貫して,調査を決めたというのは,あ り方検討のために調査が

必要なので,調査を実施 したというふ うに言っていて,持ち込み疑惑の解明

のために調査を行ったとは言ってないんですが,山崎さんは,本当にそうい

うふ うにおっしゃったんですか。

ええ,表 向きと裏の事情っていうのかな,そ うい うこともあるかと思

うんですが,山崎さんは別にうそをついてるわけじゃなくて,本当に

あり方検討会でホタル館を廃上 しようかどうかという議論があったの

で,そ の検討のために,調査は必要だったとい うことはあったと思い

ます。ただ,私が一番問題点にしてたのは,その阿部さんがいないと

きに調査をしたということについては,阿部さん,持ち込み疑惑があ

ったので,阿部さんがいないときじゃないと調査ができないんだと。

い うふ うに山崎さんがおつしゃつたんですか。

は い 。

あなたにお話 ししたときに。

はい。ですから,それは書きました。

あなたは蛍の持ち込み疑惑があるとい うことを,こ のとき初めて聞いたんで

すか。

は い 。

山崎 さんから成虫持ち込みの証言があると聞いたとい うことなんですが,こ

のとき山崎さんに,成虫の持ち込み証言をしたのは誰かということは,確認
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しましたか。

もちろん聞きました。

誰だとい うことでしたか。

それは教えてもらえませんでした。

何で教えないということでしたか。

それはその密告,密告ですよね,内部の者がそ ういう話をしているけ

ど,その氏名を公表 しちゃうと,外 に漏れると危害を加えられる危険

性があるということを言われて,こ れは何回も,そ の後も何回も誰な

のつていうことは聞いてるんですが,いまだにそれは,区のほうから

は教えてもらってません。

持ち込み証言の内容がどうい う内容だったかとい うのは,確認 しましたか。

そんなに詳 しくは,確認はしてませんけど,公開日前に蛍の成虫がホ

タル館に持ち込まれているんだっていうぐらいの内容ですね。

いつそうい う証言を聞いたとい うことだったんでしょうか。

いや,それは,そ の当時はそこまで聞いてないですね。

いつ山崎さんが話を聞いたかということは,聞いてないんですか。

だんだん思い出してきましたけど,蛍の公開日,前年の蛍の公開日で

すから, 6月 ぐらいですか,それよりも以前だっていうことは言って

ました。

あなたが山崎 さんからお話を聞いたのは2014年 の 2月 なんですけれど,

2013年 の 6月 ごろに持ち込み証言があったと聞いたというふ うに,山崎

さんがおっしゃってるんですか。

ごろというか,それよりも前っていうふ うに。

2013年 の 6月 より前ですか。

は い 。

甲第 176号証 (板橋区議会区民環境委員会議事録)を示す
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9ページ,こ こに環境課長の答弁があって,当 時の数年前の関係者 の方です

が,実はこうい う結果が出ま した とい うことでお話 を伺った ら,いつ とは申

し上げにくいのですが,当 時蛍の成虫を持 ち込んでいた とい うよ うな証言 も

あ ります とい うふ うに答弁 されてるんですね。 これを読む と,こ うい う結果

とい うのは生態調査の結果なので,結果 を伝 えた後に持 ち込み証言 を聞いた

とい うふ うに読 めるんですけれ ども,調査 よ りも前に持ち込み証言があった

とい うふ うに,山崎 さんはおっ しゃったんですか。

は い 。

それから,陳述書によると,成虫の持ち込み証言があり, 2013年 夏の蛍

夜間公開終了直後から,原告とむし企画代表から聞き取 り調査を行っていた

と,山崎さんが言ったということなんですが,ま ず原告は, 2013年 夜間

公開終了直後から聞き取 り調査を受けたとい うことはないんですが,本当に

山崎さんがそ ういうふ うにおっしゃったんですか。

そういうふ うにとい うのは,持ち込み証言がってい うふ うなこと。

2013年 夏の蛍夜間公開終了直後から原告から聞き取 り調査を行ってると

い うふ うに山崎さんがおっしゃったと,あ なたの陳述書には書いてあるんで

すけれども。

ちょっとごめんなさい。

乙第 46号証 (陳述書)を示す

5ページ,あ なたの陳述書の真ん中ら辺の②のところなんですが,成虫持ち

込みの証言があり, 20■ 3年夏の蛍夜間公開終了直後から原告及びむし企

画代表から聞き取 り調査を行っていたこととい うふ うに,山崎さんから聞い

たというふ うに書いてあるんですね。

は い 。

ただ,原告は調査を受けてないんですよ。

そうなんですか。
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山崎さんは,本当にそういうふ うにおっしゃつたんですか。

はい,当 然阿部さんしか分からないことありますから。

山崎さんは,原告に聞き取 り調査を行ったと言ったんですか。

そ うい うふ うに,聞 き取 りつてい う言葉がちゃんとしたものかどうか

ありませんけど,阿部さんに何かしら接触 して,話をしたってい うぐ

らいのことはあったと思いますので,そ うい う意味で,そ のところに

は書きました。

山崎さんがそ うおっしゃったんですか。

は い 。

成虫持ち込みの証言があったことを原告に聞いたとい うふ うに,聞いてるん

ですか。

いや,そ うじゃないと思います。それは阿部さんにそのことを言っち

ゃったら,も う何てい うかな,持ち込みがあるとしたら,阿部さんが

関与 しないと持ち込みはあり得ないんですよ。ですから,そ の辺のと

ころは。

私が今聞いてるのは,山崎さんが原告から,持ち込み証言があったというこ

とがあり,原告から調査を行ったということを,山崎さんがおっしゃったの

かということです。

その文章の切 り方がちよっとおかしいと思 うんだけど,持ち込み証言

があったので。

結構,いいです。もう一つは,高久さんも話を聞いたとい うふ うに,山崎さ

んから聞いたとい うふ うに書いてあるんですけれども,確かに高久さんは8

月に 2回 , 9月 に 1回 ,話を聞かれてるんですが,成虫の持ち込み証言のこ

とについては,一切聞かれてないんですね。あなたが山崎さんから聞いたの

は, どうい う内容だったんですか。

持ち込み証言があつて,区が,区役所 自身がホタル館の実態について
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疑惑を持ち始めたということなんですね。ですから・・ 0。

分か りました。じゃ高久さんには持ち込み証言のことについても話を聞いた

とい うふ うに,山崎さんから聞いたわけじゃないんですね。

そうですね,はい。

警察に相談してお り,警察も調査活動をしている段階にあるとい うふ うに,

山崎さんから聞いたんですよね。

は い 。

警察に何を相談してると言ってたんですか。

それは警察には相談 してるけど,捜査中だから詳 しいことは言えませ

んっていうのが,山崎さんの。

何を相談してるかも聞いてないんですか。

これは山崎部長ではないんですけど,ほかの当時の総務部長に聞いた

ときは,何だろうな。

2月 3日 の山崎さんからは,警察に相談 している内容は聞いてないんですか。

2月 3日 。

あなたが山崎さんを呼び出して,聞いたという話だったんですけれども。

それは2月 3日 に部長から聞いたのは,警察にも相談していますとい

うだけです。

警察に何を相談しているかについて,あ なたは確認 してないんですか。

そ うです。教えてもらえませんでしたから。

そ うすると,持ち込み証言についても具体的な内容はあんまり聞いてなくて ,

いつ聞いたのかも特定はされてないわけですよね。誰からも分からないわけ

ですよね。警察の相談内容も分からないわけですよね。

は い 。

このときあなたは山崎さんの話を聞いただけで,す ぐに重大事件だと思って,

記者会見を開くように促 したんですか。
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被告

原告

被告

原告

被告

はい,いずれにしても蛍が見つからなかったわけですから,そのこと

についてちゃんと説明をする機会として,区長が記者会見をするべき

だと,今のとにかく事態を説明すべきだってい う意味で,そ ういうふ

うな提案もしました。

それは,あ なたの個人の見解ですか。

個人ですけど,その後,それは。

個人の見解ですか。

いえ,違います,じゃ。

誰の見解ですか。

なぜならば,私は当時,共産党の。

なぜ じゃなくて,誰の見解ですか。

共産党の見解。

(反訴原告)代理人 (阿部)

質問の個人の見解ですかとい うのは,彼に何を聞いてるんですか。共産党の

見解ですかとい う意味ですか,それとも松崎区議個人の見解ですかと。

(反訴被告)代理人 (小 田川 )

松崎さん個人の見解ですかとい う意味です。

(反訴原告)代理人 (阿部)

共産党の見解ではなくてとい う,そ うい う前提で,個人とほかに何があるん

ですか,彼に聞くので。

(反訴被告)代理人 (小 田川 )

共産党区議団の意見か,ど ちらかとい う意味です。

(反訴原告)代理人 (阿部)

共産党区議団なのか松崎区議個人の見解なのかと,こ ういう意味ですか。

そ うい うふ うに答えにくいのは,私は当時,共産党区議団の幹事長を

やっていましたから,私が聞いて,私がある程度,そ うい う記者会見
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を開きなさいということは,私個人の見解でもあるけれども,同時に

これは共産党区議団としての要求にもなるわけで,実際その後,共産

党区議団としても,区長にその事態を説明するようにという提案はし

ていますので,今言ったように一人の見解とい うだけじゃなくて,議

員団の見解として,そ う伝えたと,こ れはほかの問題でも,そ うい う

ことはよくあることです。

原告 (反 訴被告)代理人 (小 田川 )

‐
あなたは蛍成虫の持ち込み疑惑のことについて,原告からはその当時,直接

お話を聞いてないですよね。

いや, これもメーールのや りとりがありまして。

いつですか。

いつっていうのが,だから。

2014年 2月 3日 の時点で, 3日 の後に。

3日 の後ですね, 3日 の後に,阿部さんがホタル館を異動になったと

いう。

いつか端的にお答えできますか。

だから, 2月 3日 の以降ですけど, 日付は覚えていませんから,ただ ,

状況として,阿部さんがホタル館から異動をして,区のほうから事情

聴取をしてくださいと言われている時期です。

2014年 3月 に再雇用の山下さんや再任用の小角さんが板橋区に話を聞か

れて,蛍を持ち込んで公開していたということは絶対にないなどと証言して

いるんですが,あ なたはこの証言を御存じでしたか。

これ裁判が始まってからですよ,知 ったのは。

あなたは板橋区に対して,持ち込みに関して分かったことがあったら教えて

くださいというふ うには伝えてないですか。

伝えてると思いますよ。
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あなたは自分が蛍飼育に関して調査 して分かったことは,板橋区側に伝えま

したか。

伝えています。

累代飼育がなされていなかったこと,蛍が持ち込まれたことというのは,懲

戒理由にはなってないですよね。

は い 。

裁判所でも,原告の懲戒処分が取り消される和解が成立したというのは御存

じですか。

は い 。

今 日,紺野さんの証言にもありましたけれども,板橋区でも, 25年の累代

飼育がなかったとい うことは言ってないですよね。

は い 。

裁判所でもそ うい うことは認められてないことについて,ただ,あなたとし

ては一貫して,ずっと25年間の蛍飼育はうそだったとい うふ うに主張して

いますよね。

うそだったとい うか,そ うい う疑惑があるっていう意味で言ってるつ

もりなんですけども。

ただ,あ なたの 2015年 4月 13日 付のFacebookの 投稿によると,

25年間にわたるうそとい うふ うにおっしゃってますよね。

あの。

おっしゃってますよね。

ちょっとそれ見せていただけますか。説明が必要なのは。何 日だっけ。

4月 の。

2014年 4月 。

原告準備書面 18を 示す

2015年 4月 の。表に添付 しているんですけれども, 2015年 1月 13
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日の投稿,累代飼育, Facebook, 25年 間にわたる うそに決着 をつ

けず ,曖味に したままのほ うが選挙に有利だ とい うふ うにおっ しゃっていて ,

25年 間にわたる うそ とい うふ うに発言 されてます よね。

はい。それは。

発言 されてるとい うことの確認 ですけれ ど。それか ら,同 じところで 2月 2

1日 , 2015年 2月 21日 に,板橋区ホタル生態環境館での 25年 間にわ

たる飼育偽装事件 とい うふ うにお書きです よね。

は い 。

あなたは, 25年間の累代飼育そのものがなかったというふ うにおっしゃっ

てるんじゃないんですか。

だから,それはあくまでも疑惑です。ただ, 26年 目が累代飼育がな

かったっていうことと,私がほかにさまざまに調べた結果,累代飼育

が続いていたってい うことを示す合理的な証拠がないんですね。です

から,そ ういうふ うに私は疑惑として思ってるとい うことです。

板橋区も25年間にわたるうそとか, 25年 間にわたった累代飼育がないと

は言ってなくて,裁判所でも認められてないんですけれども,そ うい う事実

認定は,な されていない。

(反 訴原告)代理人 (阿部)

裁判所とい うのは, どこ。

(反訴被告)代理人 (小 田川 )

ここじゃないです。別の事件です。

(反 訴原告)代理人 (阿部)

別の事件で,裁判所が認定したんですか。

(反訴被告)代理人 (小 田川 )

認定してないんです。

(反 訴原告)代理人 (阿部)
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何も認定しないと。

原告 (反訴被告)代理人 (小 田川 )

25年間にわたる累代。

裁判長

趣旨としては,そ もそも裁判所がその点について,認定したわけではないの

ではないかとい う趣旨なんですか。

被告 (反訴原告)代理人 (阿部)

とい うことなんで,質問がちよっと不正確 じゃないかと思 うんで,も う一回

整理 してもらえますか。

原告 (反訴被告)代理人 (小 田川 )

板橋区は, 25年間にわたる累代飼育はなかったとは言ってないんですが ,

裁判所においても, 25年間にわたる累代飼育がなかつたとい うことは,認

定されていないんですが,あ なたが言っていることは,つ まりあなたは25

年間にわたる累代飼育はうそだとい うふ うに発言 している主張は,自 分が言

ってることが正しいということ以外に,根拠がないんではないんですか。

いや,そんなことありません。根拠もあります。

どういう根拠ですか。

やはりそもそも考えて,私が今思ってるのは,初年度ですね,初年度

から数がおかしいとい うこと, しばらくたって,平成 7年については

20万匹つてい ううそがあったとい うこと,多 く,平成 7年に20万

匹で報告がうそだったということは,ほかの数字も信用できないって

い うこともあります し,そ うい う意味ではうそか, うそだっていうふ

うにも思えるってい うかな, うそかどうかは,は っきりさせなきゃい

けない事案だというふ うに思います。

原告 (反訴被告)代理人 (中 島)

あなたは原告が能登町に対して,ホ タル館で飼育した蜂を販売していたとい
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うふうに断言してますよね。

は い 。

それ は板橋区か ら,そ うい うふ うに聞いた とい うふ うにおっ しゃいま したね。

板橋区も,そ う言ってま したね,はい。

区も。板橋区の誰から問いたんですか。

それは,区の委員会での答弁を根拠にしてると思います。

その区の答弁は, どうい う根拠で販売してたとい うふ うに言ってたんですか。

板橋区の環境課が能登町に調査に行って,調査に行ったときに,そ の

契約書とか何だ,業務提携契約書などを収集 し,ま たイノリー企画ヘ

の,能登町からイノリー企画への代金の振 り込み,こ の証拠書類など

も押さえて,そ ういうことを議会でも報告 し,議会だけじゃなくて,

私が聞いたときもそのように話 していましたので,井上課長ですね ,

井上課長がそ う言ってましたのでっていうことです。

板橋区の調査では,そ の業務提携契約書であるとか売買契約書であるとか ,

そ ういったものを徴取したということですけども,それをもって,ホ タル館

で飼育した蜂を能登町が購入 したというふ うに, どうして言えるんですか。

ホタル館館長阿部宣男さんが契約を結んでいるからです。

でも,販売主体は,イ ノリー企画になってるんですよね。

でも,板橋区がかかわってきたってい うことはその契約書に書いてあ

りますし,も う一つ根拠を上げるとしたら,阿部さん自身のTwit

terの 中で,今夜は徹夜でクロマルハナバチの女王を交尾をさせな

きゃいけないと,数が多くて大変だっていったような趣旨のツイー ト

をしているのを見て,こ れは,ホ タル館でやっているんだなってい う

証拠だと思いました。

そのツイー トには,無償供与と書いてませんでしたか。

そ ういうことも書いてあったか,ち ょっと今記憶にありませんけども。
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それ について,午前 中,田原証人は,試験のために送 ってもらったんで,販

売 したものではない とい うふ うに断言 してま したよね。

私は,そ の辺の ところはあんま り問題 に してな くて,無償供与で。

あなたの話が どうか じゃな くて,そ うい うふ うに言ってま したよね。

百 つてま したね。

あなたがホタル館で飼育 してた蜂を能登町に販売 していた根拠 とい うのは ,

板橋区か らそ うい うふ うに言われた とい う以外にあるんですか。

あ ります。

言ってくだ さい。

だか ら,そ の売買契約書に阿部 さん 自身がかかわってること自体が販

売に関与 していた とい うことですか ら,それは,私の理解では阿部 さ

んが販売にかかわってたつてい うことに。

それだけですか。

は い 。

販売に関与していたということと,ホ タル館で飼育していた蜂を能登町が購

入していたとい うことを,イ コールで結びつけたんですね。

証拠からすると,そ ういうふ うになると思います。

あなたはちなみに,そ の公社の今 日いらつしやった田原証人であるとか,公

社のクロマルハナバチの事業の担当者であったホタル館で研修 してた政田さ

んや中山さん, こういった方から事情聴取したことありますか。

事情聴取はしていません。

あなたは最初,主尋間で,板橋区に立つわけでも原告の立場に立つわけでも

なく,私は独 自に調査しましたというふ うにおっしゃいましたけれども,こ

の販売,板橋区が板橋区で育てていた蜂を能登町に販売したとい うことにつ

いては,ろ くに調査されてないんですね。

しました。
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それは,何をですか。

それはもうずっと後になることですけど,私 も能登町に行って,町の

人,公社の人にも話を聞いてましたので,能登町の人たちも普通に,

イノリー企画と阿部さんを分けてないんですよ。向こうの感覚で言 う

と,能登町の感覚で言 うと。阿部さんから蜂をいただいてました,買

ってましたっていう感覚なんですね。それを厳密に言えば。

それは,誰に聞いたんですか。

能登町の公社の名前忘れましたけど,幹部の方とか,能登町役場の。

その方は,ク ロマルハナバチ事業にかかわっていた方ですか。

は い 。

名前言 えますか。

だか ら,ち ょっと忘れ ちゃいま したけど,資料があれば,こ の人だっ

てい うことは言 えます。

政 田さん とい う名前でも,中 山さん とい う名前で もないんですね。

政 田さん じゃな くて,も っと偉い人だ と思います。

田原 さんで もないですね。

田原 さんでもないです。

公社 と役場の方は,区別できてますか。

もちろん,役場に行 って役場の人に会 ったの と,その役場の人か ら公

社の場所を案内 されて,公社 に行って,そ うい う話 ししま したか ら。

公社 の方,一人 と話 していたんですか。

公社の人,一人 と,主には一人ですけど,女性 の方 もいて,い ろいろ

と私が要求 した資料なんかも出 して くれま したね。

その方 は,ホ タル館で研修 された方ですか。

それは分か りません。

どの程度 クロマルハナバチの事業にかかわっていたか とい うことは,確認 し
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てないんですね。

は い 。

甲第 176号証 (板橋区議会区民環境委員会議事録)を示す

この甲176号証は, 2014年 2月 19日 の区の環境委員会での議事録で

すけれども,こ の 56ページ以下に,区が能登町に対する蜂の販売について,

ホタル館で飼育した蜂が販売されていたんでないかという疑いについて,区

がここで疑間を呈していることはありますよね。

こオЪは。

この 19日 の環境委員会の話は,あ なたは知ってますよね。

ざっくりとしか聞いてませんから,細かいことになると,その場には

いませんから。伝聞で私は聞いてますけど。

伝間で聞いただけですか。仮に区で飼育していた,ホ タル館で飼育していた

蜂を能登町に販売,阿部さんがしていたとなれば,それは横領になるんでは

ないか,大変な事態だとい うようなことが議事録に載っているんですけれど

も,こ ういったことが本当だったら,当然懲戒処分になるんじゃないんです

か。

は い 。

実際に懲戒処分になってませんよね。

その蜂の件でですか。

蜂が能登町に,ホ タル館で飼育されてた蜂が能登町に販売されていたんでは

ないかというようなことについて,懲戒事由になってますか。

懲戒理由は,売買契約に阿部さんがかかわってるってい うことが,懲

戒理由になってます。

僕が聞いてるのは,販売したということが懲戒事由になってませんよねとい

うことを聞いてるんです。

それは私にとっては,あんまり区別すべき問題ではないと思っていま
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すので。

能登町がイノリー企画から,一月にどれだけの蜂を購入してたか知ってます

か。

いや,知 りません。ただ,記録。

知ってるか知らないかを聞いてるだけですから。

いつの時点でですか。今だったら分かりますよ。

じゃ答えてください。

能登町の資料に3000だ ったかな,表が出てますから,そ の数だと

認識はしています。

それは,いつ知ったんですか。

この裁判になって,裁判の中で。

裁判途中ですか。

え え 。

ホタル館で飼育してた蜂の数は,知 ってますか。

たくさんだってい う認識 ぐらいしかないですね。

じゃ物理的にホタル館で飼育してた蜂の数を,検証 したことはないんですね。

しません。

阿部さんがホタル館で飼育してた蜂の数について,種類に応 じて数を板橋区

に報告していた事実を知ってますか。

あり得ないと思います。

そういう報告した事実があり得ないと思ってる。

いや,蜂の種類を報告してたっていうことは,ないんじゃないかと思

います。

甲第 145号証 (議事録抜粋報告書)を示す

あなたは区の見解で,蜂 とい うのは蛍のための限 りで育てていたという区の

言い分をそのまましゃべってますけれども,こ れ実はこれは別件訴訟で原告
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の言い分と食い違ってるところなんですけども,こ この 23ページロの下 ,

ここに,区の資源環境部長の方が,ク ロマルハナバチの安定した供給が可能

になれば, このようなむやみな殺生や外来種による日本固有の生態系を壊す

懸念からも解放されることがあります。ここになります。農業の発展や生態

系の維持に深くかかわるものとして期待されている事実でありますので,こ

れまでの研究の成果が将来農業の分野で有効に活用にできることを考えてる

次第でございます とい うふ うに書いてあります。これを見ると,板橋区自体

は,蛍のためになるかどうかということを超えて,ク ロマルハナバチの研究

自体に意義があるとい うふ うに考えていたからこそ,こ ういうふ うに答えた

んじゃないんですか。

それはちょっと誤解があると思います,今の。先生の御認識は。

それは,ど うして。

私たち区議会議員が聞いていた話は,蜂はあくまでもさっき言ったよ

うに,蛍を飼育するために必要な,共生生物として必要なんだという

話でした。今御指摘になられた部長の答弁とい うのは,一方の問題 と

して,ホ タル館を続けられなくなったと,施設の問題があって, じゃ

ホタル館がつぶれた後をどうするのかというときに,当初は民間の研

究施設とか民間の企業にホタル館そのものを譲 り渡すっていうことも

区は考えていたようです。そのときに蛍だけでは民間企業にとっては

メリットがないので,お金になる蜂も飼育していたのは事実ですから,

その蜂もつけて売却なり譲 り渡しをすれば民間企業にもメリットが生

まれて,何てい うか,蛍,区の施設から民間への移行がスムーズに行

くんじゃないかって議論の中で,そ の話が出てきてる。

先ほどの部長の答弁が出される前の萩原洋一議員の質問をここでもらいます

けれども,板橋区ホタルの生態館 とい うのは, 日本全体にさらなる貢献がで

きるんではないかな, 日本の一番の基礎研究とい うふ うに僕は思っているん
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ですけれ ども,こ の辺の対応,ずっと縮小していくんですけれども,こ のよ

うな中においてどういうふ うにやっていくのかということで,板橋区ホタル

の生態館の役割はとい うふ うに聞かれて,答 えてるんじゃないんですか。

私が質問したか分かりませんけど,あ くまでも当時の区の立場とい う

のは,ホ タル館を民間に移行する際に,ど うその民間にメリットをつ

けるかというときで,そ うい う認識でしゃべってると思います。

甲第 145号証 (議事録抜粋報告書)を示す

23ページ,も う一回示しますけども,こ こではホタル館,萩原洋一議員の

質問事項ですけども,ク ロマルハナバチのおかげで,板橋区のホタル生態館

の水質調査,ま たは水質ろ過材,こ ういうものが不要となって,予算も約 8

00万円削減することができたい うようなこともすごいなとい うふ うに思い

ましたとい うことに対して,同 じページで資源環境部長が,ク ロマルハナバ

チによる水や土の浄化に取 り組むことによりまして,た だいまお話がありま

したように,それまで利用してたろ過材または水質調整剤などに頼ることが

減 り,経費が削減できましたとい うふ うに答弁してお りますよね。答弁 して

お りますよね。

いや,私そこにはいないので,そ こに記録があるとおりだと思います。

これは確認 してないですか,こ の議事録というものは確認 してないんですか。

全部は読んでませんね。

あなたは,ク ロマルハナバチのフェロモン等については疑間があるようです

けれ ども,板橋区がこの経費削減の事実があったこと自体は,議会で今のよ

うに認めてますよね。

うん。

経費削減の事実自体を,区が否定したことはあるんですか。

それには,か らくりがあると思っています。経費削減をしたとい うの

はありますけど,それは本当にその蜂のフェロモンに効用があったか
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らという理由ではないと思っています。

ろ過材を削減できたことによって経費削減の事実があったとい う区の見解 ,

その事実自体は認めるんですよね。

その事実はありますが,それがイコール蜂のフェロモンの効果である

っていうことではありません。

原告 (反 訴被告)代理人 (渡邊)

あなたは,こ の阿部さんに関係 した裁判で,山崎さんが懲戒のときに証人と

して出て,高久さんの事件で井上さんが出てきましたけれども,それは両方

とも聞いてますか。

聞きには来ました。

井上さんが,先ほど言っていた能登町に調査に行って,調査報告を出してま

すね。

は い 。

あれについて尋間を受けて,あの書類,報告書の,直接の報告書からは,直

接ホタル館で飼育されていた蜂が有償で譲渡されているかどうかということ

については,明確に答えませんでしたよね。

うん,そ うかもしれません。

あなたは懲戒の前の時点で,つまり山崎さんと2月 3日 に話をした時点で,

その蜂の問題について彼 らが弁護士に,区の弁護士に,蜂の所有権は誰にあ

るのかとい うことを聞いてたというのは,聞いてましたか。

はい,それは,ほかの場所でも聞いてます。

そのころ聞いてたんですね。

そのころっていうか,裁判所で聞いたわけじゃなくて, もっと前だと

思います。それは,私も問題にしてたんです。蛍の,区の財産である

蛍のために蜂を飼育しているのに,そ の蜂は阿部さんの私物だってい

うことですから,こ れはちょっと区の管理上おかしな話ですし,阿部
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さんの私物の持ち込みを認めたってい う区の姿勢に対しては,私 も批

判はしていました。

つまり山崎さんたちがその所有権の帰属を気にしていたのは,今おっしゃっ

たように,それが阿部さんのものではなく板橋区のものであれば,それを勝

手に売却するのは非常に問題だと,こ ういう話なんですよね。

それだけじゃないと思いますけど。

では,結局そ うい う問題も含めて,懲戒処分の理由には,蜂の問題は出なか

ったとい うことですね。

そ うい う認識ではないんですが,さ っきも言いましたように,蜂の売

買契約に阿部さんがかかわってきたことがイノリー企画への便宜供与

とい うことですから,蜂の販売は関係ないんだっていう認識には,私

はちょっとならなかった。

あなたの陳述書の 8ページに, 3月 3日 の 100条委員会の云々の話の後で ,

調査項目案 として,蛍飼育の実態について,数万匹とい う蛍が飼育されてい

たのか,成虫持ち込みの証言が真実かどうか,業務委託を受けていたむし企

画の実際の業務内容と委託金の使途,ボランティアの人たちの実態と役割と

い うようなことがあって,あ と, 3つ ,4つ あるんですけども,ク ロマルハ

ナバチの飼育という問題も書かれてるんですね。ナノ銀のことも書かれてい

ます。

うん。

この業務委託を受けてたむし企画の委託金の使途について,こ こで, 3月 3

日の時点で書かれたのは, どうい う情報に基づいてるんですか。

もうそのときに区のほうからは,高久さんとの契約書,む し企画との

契約書に金額が書かれていましたし,実際,区が 1月 27日 の調査を

したら蛍が結果 としていなかったとい うことになりますと,蛍 を飼育

するために 1400万 円が必要だったにもかかわらず,結果は蛍がい
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被告

原告

被告

原告

被告

原告

なかったとい うことですから, じゃお金はどうなつたんだってい うこ

とから,その使途について調べなきゃいけないというふ うに思いまし

りヶ
/し 。

この前の年の 10月 , 9月 ですね, 9月 に山崎 さんのほ うか ら事故報告書が

出ていた とい うのは,あ なたはいつ知 りま したか。

事故報告書。

区長 に対 して,阿部 さんに関す る司法警察員 に関連 した事故報告が出ていた

のは,あ なたはいつ知 りま したか。

私それ知つてるつて,書いてあ ります。

書いてないです。だか ら,聞いてるんです。

私は,事情は知 らないです。

裁判 になってか ら,知 ったんですね。

あんま り何か認識 してないですね。 も うあんま り印象に残 ってないで

すね。

(反訴原告)代理人 (阿部 )

ち ょっ と質問,今分か らないんですが,何月何 日付の誰が誰に出 した。

(反訴被告)代理人 (渡邊 )

山崎 さんが区長に提 出 した事故報告書。阿部 さんに関す る。

(反訴原告)代理人 (阿部 )

それ は,何か証拠で出てるんですか。

(反訴被告)代理人 (渡邊 )

出てません。事実関係 の質問をしただけなので。

(反訴原告)代理人 (阿部 )

どこか別件で出てるんですか,話 として。

(反訴被告)代理人 (渡邊 )

はい,出 てます。
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ちょっと知 らないこと聞かれても。

あなたはナ ノ銀について,先ほ ど主尋間でもあったよ うに, 2月 22日 に ,

不 しませんけれ ども,こ んなイ ンチキまがいのことを していいのか とい う書

き出 しを しま したね。

は い 。

覚えてますか。

は い 。

その同 じ日に,私にはインチキに しか見えない とい う発言 もされてますね。

はい,それは,ほかの人か ら質問をされたので,そ うい うふ うな答 え

として,そ うい うふ うに書いた と思っています。

あなたの陳述書の 24ページでは,ナ ノ銀 に関 してもよくよく考えて,こ う

いった表現 を選んだ と言ってます よね。

は い 。

2月 22日 の翌日には, 2月 23日 ですけれども,イ ンチキまがいのことは

誤りで,イ ンチキが正しいというふうにツイー トされてる方について,あな

たもリツイー トされてますね。

は い 。

つまりあなたも,イ ンチキまがいじゃなくて,イ ンチキが正しかったんだと

い うふ うに認識 したということですね。

そ うですね。

そのいきなり断定的な表現になったわけですね。

その動画がもういきなり断定的にできる証拠だと思いましたので,そ

うい うふ うにしました。

あなたは 2月 の山崎さんと会った後で, 2月 19日 には先ほどの 25年の累

代飼育の問題を取 り上げられ,今 22日 にはナノ銀のことを取 り上げられ ,

23日 にはクロマルハナバチのフェロモンの抗菌作用のことを取 り上げてる
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んです。いわば,原告に関して,あ らゆる問題をツイー トあるいはSNS上

に流 したという理解でいいですか。

あれは知 り得たことについては,そ のとお りです。その時期に集中的

に,主にはネット検索ですけど,調べて,私が知 らないようなことが

次から次に明らかになってきて,今まで私が信 じていたものと違 うも

のになっていましたので,そ うい う驚きもあり,こ れは区民に広 く早

く知らせなきやってい う思いがあって,そ ういうふ うになりました。

この時期,区側がいわば阿部さんの懲戒に向かってまっしぐらに進んでいた

ということは,あなたも分かってますよね。

まっしぐらかどうかは分かりませんけど,私 自身もこれは,だから,

懲戒をするかどうかじゃなくて, とにかく事実を区民に知 らせるべき

だと,何があったのかと,真実かどうかってい うことを区の,区長の

責任で知らせるべきだってい うことは,区の環境課にもよくよく言っ

ていました。

例えば先ほどの3月 6日 の調査項目案にあるように,蛍生育に関してこうい

った問題が解明されなければなりませんとい うふ うに書けば,私は済むと思

うんですけれども,あ なたのほうは,累代飼育がなかったのではないかとか ,

クロマルハナバチのフェロモンの抗菌作用がない,信 じられないというよう

な,そ うい ういわゆるネガティブな情報だけを流 してるわけですね。

ネガティブなことしか見つけられなかったからっていうことでもあり

ます し,フ ェロモンについては,も う断定ができます。蜂の数とかに

ついてはあくまでも,疑惑という形で取 り上げていて,一部,そ こだ

け切 り取れば断定的な表現に思えるかもしれませんけど,それは私が

先生,ネ ガティブとおっしゃいましたけど,ネガティブな側から仮説

を立てて,それを,疑惑を解明していくんだっていう立場を表明する

ために,私は蛍は持ち込まれたものだとい う立場から,こ れを,調査
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を進 めていますってい う意味で,そ の中でちょっと断定的な表現にな

った こともあるかもしれませんけ ど,全体的には,蛍 についてはまだ

まだ解明 されてない疑惑があるってい うことでツイー トしてま した。

松崎 さんのほ うの準備書面 15において,被告は原告が行 った各実証実験に

ついて,ナ ノ銀の話ですけども,原告が行 った各実証実験において,各報告

書等に記載 されている数値の変化が生 じたことを否定す るものではない とい

うことを書かれてま したよね。

は い 。

それは,認識されてますよね。

数値は下がるでしょうね。

つまりその数値,阿部さんが行った実験で数値が下がっている,そ うい う報

告が出ていると,その数値については争わないという趣旨ですね。

争わないとい うか,そ こがインチキなんですよ。数値が下がるってい

うことが。それは。

私の聞いてるのは,書面で書かれているのは,各実証実験において,各報告

書等に記載されている数値の変化が生じていたことを否定するものではない

ということは。

否定も肯定もしません。

否定もしないということなんですね。

はい,肯定もしません。

そ うすると,こ の各実験結果の報告をしていると,こ のこと自体にインチキ

は,あ るわけではないんですね。

各実験の数値に・・・それは分かりません。もとが私はインチキだと

思ってますから,数字が出されているからといって,それだけが正 し

いってい うふ うには思いません。

その数字が減少 しているとい うことについて,それがいわゆるナノ銀によっ
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て,放射線の減弱効果が生じていると言い方がインチキだとい うことですか。

言い方 じゃなくて,そんな主張をした りすること自体が,イ ンチキ以

外の言葉を使 うと,ま がいもんなんですよ。

まがいものであると。

うん。

しかし。

あり得ないことをあるって言ってることが,イ ンチキって言つてもい

いのじゃないかと思ってます。

当初の小波先生が批判をされてますように,測定の方法について,余 り素人

的な部分があったということはいいと思 うんですけれど,それはそれとして

受けとめるとして,岩崎先生が入ってこられてから,岩崎先生のもとで厳 し

い検証を経て,実験結果がなされてるということは御存 じですよね。

厳 しくはないと思いますけど,岩崎さんが入ってるつてい うことは認

識 してます。

その結果についても,そ うい うナノ銀を担持 したものを,い ろんなものを使

って減弱効果が出ているとい う報告がされていること自体は,こ れは否定は

しないとい うことですか。

あんまり意味ないことだと思いますけど,それは勝手に報告してるん

だと思います。

つまりこの報告結果には,私 としては意味がないとい うふ うに言えばいいん

じゃないんですか。

いや,そ うい う言い方もした, してもいいのかもしれませんけど,私

はそれだと,結局ナノ銀とい うものに,何か可能性があるかのように

期待をかける人がいるでしょうから,こ こはきっばり,ナノ銀で放射

能は除染できません。インチキですと,は っきり言 うのがいいことだ

と思っています。
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あなたの表現の中に,ナ ノ銀 なるもので放射線 をな くす とい うインチキ実験

とい う表現があるんです よね。

は い 。

つまり実験そのものを,イ ンチキだと言ってるところもありますよね。

インチキに近いものがあると思います。科学の手順を踏んだ実験では

ないとい う意味では,結果が,そ の放射能が低減できるっていう結果

まで言っちゃうってい うこと自体を含めて,イ ンチキだと思います。

それは,繰 り返 しになりますけど,各実証実験において記載されている数値

の変化が生 じたことを否定するものではないとい うことであれば,実験その

ものをインチキと言 う必要はないんじゃないですか。

いや,それはインチキですよ。放射能が減るわけないのに,減ったか

のように数字を見せかけるってい うこと自体が,私はインチキだと思

います。そういうふ うに数値が変わったから,放射能が減ったんだっ

てい う結論に持っていくこと自体が,イ ンチキなわけですよ。その数

値が変わったってい うことだけで, じゃこれは何なんだろうって言 う

んだったら,ま だ分かりますよ。 ところが数値が減ったから,放射能

が減弱 したんだってい う結論に持っていくこと自体がおかしな話です

から,それは信 じちゃだめよっていう意味も含めて,イ ンチキだって

い うふ うに表現をしました。

そ うすると,あ なたの今おっしやっていることは,準備書面で書かれた内容

は,あなたとしては認められないとい うことですか。

準備書面って,何の準備書面ですか。

あなたが書いた,先 ほど私が言った,各実証実験において,各報告書等に記

載されている数値の変化が生じることを否定するものではないと。

それは,だから,数値は減ったってい うのは,数字が動いてるってい

うことは確かに減るでしょうし,何やったって減るんですよ。ただ,
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それが,放射能が減弱したとか半減期が減つたとか,そ ういう結論に

持っていくところだとしたらインチキだと,つ まり見かけ上,数字が

減ったからといって,それを放射能が減ったというふ うに持っていく

ところがインチキなわけで。

2016年 5月 2日 の共産党の中央委員会の見解 とい うのは,あなたが上げ

てますよね。

うん。

その中で,ホ タル館に寄せている区民などの願いを裏切った区の責任をただ

していくとい う政治方針が必要だったんではないかと,区議団で見解が統一

されず,担当職員の個人責任を追及することが中心になったという指摘を上

げてますね。

それは共産党のほうからですか,はい。

要するに個人責任の追及をやってるのは,こ れは,も っぱらあなたですよね。

区議団ではなく。

個人責任の追及をしてるっていう認識は,そ のものがないんです,私

には。だから,そ の党の中央の見解ってい うのも,不 当なものだと私

は思っています。

ここで,党中央が個人責任を追及することが中心になっているというふ うに

言っている,指摘をしているのは,あなたの行動だということですね。

それは,私からは答えられないですね。それは党中央が言ってること

ですから。

このままでは提訴されるのではないかという党機関,区議団,法律事務所か

らの指導や指摘があったと,それに対して,あ なたは問題ないと,こ れを受

け入れずに,ま すますエスカレー トさせる中で提訴されたと,こ れも党中央

の認識なんですね。

党中央の認識であって,私の認識 とは全然違います。
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党中央は,あ なたの表現のどこがエスカレー トしているというふ うに捉えた

んですか。

被告 (反訴原告)代理人 (阿部)

異議があります。何の関係があるんですか。そこを尋問するのは。

裁判長

この訴訟 として,何か意味がありますか。党中央の見解をこの方に聞いても,

意味がないように思いますが。

原告 (反訴被告)代理人 (渡邊)

あなたは今回のこのナノ銀のことについて,今までずっとインチキという話

で来たんですけれども,と んでも科学とか,でたらめなたわごとということ

も使われてますよね。

これはナノ銀についてつてい うふ うに限定的ですか,ち ょっと事情が

分かりませんけど。

とんでも科学というのは科学の話なので,ナ ノ銀のことなんですけど。

ちょっと見せてくれますか,それは。何か,と い うのは,こ のとんで

も科学とか,でたらめ科学ってい うのは,ほかのことについても私は

言及 していることもあるので,ほかの事案についても。ですから,そ

れがナノ銀を特定してるかどうかっていうのは,ち ょっとものを見て

みないと分かりません。

とんでも科学という表現をしたことは覚えてますか。

トンデモ科学という本も読んでますから, してもおかしくはないです

けど,それをナノ銀について言ったかどうかは分かりません。

原告 (反訴被告)代理人 (小 田川 )

原告準備書面 6の別表 25ページを示す

ここのA23, 5月 19, 5月 20,甲 1, 41か ら43と い うふ うに書い

てあるところです。

46



そのどこなんですか。 5月 19日 から5月 20日 にかけての。

原告 (反 訴被告)代理人 (渡邊)

この 7月 28日 のところに,でたらめなたわごとの,ナ ノ銀で放射能を低減

するなどというでたらめなたわごとの罪深さとい う表現があるんです。

は い 。

今のような表現は,ナ ノ銀に対して使 うことは,あ なたとしてはあんまり使

ってないと思うんですけれ ども,適切だったんでしょうか。

その指摘された部分については,ち ょうど福島の汚染水の問題につい

て核物理学の先生から,私 も直接質問をして,ナ ノ銀についてどう思

いますかと質問をして,そ の回答がここに書いてあったような表現だ

ったので,そのように書いて,私も確かにそ うだと思いました。だか

ら,それは私があんまりほかに使ってないのは,その私が質問して回

答の中に,そ うい うまるっきりそ うかどうかはあれですけど,そ うい

う趣旨のことだったので,そんなふ うに書いたんだと思います。

原告準備書面 6の別表 26ページを示す

次のページの26ページのところの 12月 30日 のところ,放射能が消せる

クスリがあったらいいと思いませんかという話で, どんなに研究しても無理

ですと,あ ると言 う人があったら,無知かペテン師ですというような話です。

これも, もちろんナノ銀に対して言われてるんですけれども。

いや,そ うとも限らないですよ。それはナノ銀以外にも,放射能が消

せるとか,例 えば放射能を食べる細菌があるとか,バ クテリアがいる

んだっていう言説もありましたので, とにかくそ うい うのも含めて ,

何か化学変化で放射能が消せるってい う言説があったら,それはおっ

しゃるとおり,そ の人は物を知らないか,あ るいは物を知ってて言っ

てるとしたら,人をだますつもりで言ったというふ うに気をつけなき

ゃいけないってい うことで,ペテン師っていう言葉も使いました。
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そこには,だから,原告も含まれてるんですよね。

原告個人ではなくて,原告が言ってる主張ですね。原告自身もそ うい

う意味では,勘違いされてるんだと思います。放射能が消せるんだっ

てい うふ うに。

あなたは人格攻撃をしているつもりはないということをおっしゃるんだけど

も,今のような表現以外に,カル ト臭の話とか,カル ト集団に対する,カル

ト集団という表現に対するリツイー トであるとか,残念ながら信者以外は誰

も確認 していませんとか,こ ういったような表現をしてますよね。

は い 。

あるいはサリン事件から20年たつて,カル トは根絶されていないというの

が 2015年 3月 19日 にあって,オ ウムと蛍は似てるというふ うに表現を

してますよね。

うん。

こうい う表現は,原告に対する個人的な侮辱に当たるとい うふ うには思わな

いですか。

いや,そ うい うつもりでは書いてはいません。

いないとい うのはいいんですけど,当 時そ うだと思つていいんですけど,今

はどう思いますか。今は,侮辱をしてるとは思わないですか。

思わないです。

思わないですか。

オウム事件のときも私も記者 として現場に行って,そ の怖さについて

は実感 してるんですけど,やはりそれは科学的な無知とかいうものか

ら発生してるってい うことを思い浮かべましたので,今私が取り組ん

でいるこのナノ銀の問題 とかホタル館での問題については,連想 した

とい うことですね。信者 とい う言葉についても,別段何か信 じている

者ってい う意味でしか使っていませんから,信 じ切っちやってる人は,
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なかなかその考えを変えてくれないってい う思いがあって,信者以外

はってい う言葉になったと思いますので,特段,阿部さんを攻撃 して

るようにはなってないと思います。

甲第 192号証 (被告Facebook)を 示す

これは今年の 7月 のツイー トだと思 うんですけれども, 25年以上 うそがば

れなかったとしても,私がうそに気がついたからには,破綻は時間の問題だ

とい うことを書いて,博士にはみずから告発することをお勧めすると,そ う

すれば,飛行機で心療内科に通院することも睡眠導入剤も必要なくなると,

こうい うことを書かれてますよね。

うん。

これは,完全な個人攻撃ではないんですか。

個人攻撃ではありません。個人攻撃にならないように,特定個人を特

定していないように書いて,あ くまでもそれは私の,Twitter

ってい うのは,そのときそのときの思いをつぶやくってい う機能があ

りますから,特定できないように一般論として表現したものです。

25年 とい う言葉と博士とい う言葉が出てくれば,それはもう阿部さんのこ

とを指 しているとしか,あなたのツイー トを読む人は,皆 さんそう思 うんじ

ゃないんですか。

そ うとは限らないと思います。

原告 (反訴被告)代理人 (永里)

甲第 36号証 (被告Facebook)を 示す

これの説明をしていただきたいんですけれども,こ の下に松崎参と書いてい

て,真夜中にこんな書き込みをつけましたとい う,こ こから始まる場所があ

りますよね。

うん。

このコメン トは,あ なたがFacebookに 書いたものとい うことでよろ

．
　

´

49



ハ

　

“
　

　

，
　

′
＾

ム
　

，
　
　
一
　
●

しいですよね。

そ うですよね,はい。

これは,こ の上の 「政治将校」というところの人のコメン トに,ス クリーン

ショットで引用をして記事を書いたとい うことですね。

はい,結構です。

甲第 38号証 (被告Facebook)を 示す

甲38号証も同じものですけれども,今 さらながらこんな書き込みを見つけ

たというところから始まる部分がありますが,これはあなたが書かれたもの。

そ うですね,はい。

その下の広げてください,こ んな妄想を相手にして言いますと,誤字かもし

れないですが,書かれてあるところも,これもあなたが書かれたところ。こ

ちらですね。甲38号証の書き込みの下から5行 日。

はい,それは上の書いてある人に対する答えですね。支援 させてくだ

さいっていうふ うに書いてあるから, どうぞ,御 自由にっていう意味

です。

現在あなたのFacebookを 見ると, 1613人 の友達がいるというふ

うになってるんですが,それは,それでよろしいですか。

分か りません。数,気にしたことないので。

あなたは日経BP社に対して,名 誉棄損の訴訟は提起してないですよね。

してません。

以上

50




